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評

 

書

鄭
孟
津

呉
平
山
著

『
詞
源
解
箋
』

明

木

茂

夫

張
炎
の

『
詞
源
』
上
下
巻
は
、
南
宋

に
於
け
る
最
も
重
要
な
詞
論
の
ひ
と

つ
で
あ
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
が
、
そ
の
巻
上
は
専

ら
詞
楽
を
中
心
と
す
る
楽
律
論
で
あ
り
、
そ
の
分
野
と
し
て
の
特
殊
性
と
難
解
さ
の
た
め
に
、
従
来

『
詞
源
』

や
張
炎
自
身
を
直
接
対

象
と
す
る
研
究
か
ら
さ
え
も
、
そ
の
対
象
か
ら
外
さ
れ
て
き
た
。

例

え
ば

『
詞
源
』
の
最
も
通
行
し
て
い
る
校
注
本
の

一
つ
、
夏
承
姦
校
注

『
詞
源
注
』
(票
嵩
雲
箋
釈

『樂
府
指
迷
箋
繹
』
と
の
合
冊
本

人
民
文
学
出
版
社

一
九
八

一
年
)
で
は
巻
上
全
条
と
、
巻
下
の

「音
譜
」
「拍
眼
」
の
二
条
を
省

い
て
い
る
。
現
在
伝
わ
る

『
詞
源
』

の
版

本
に
は
、

『
詞
源
』
上
下
巻
を
完
備
す
る
も
の
の
他
に
、

『
樂
府
指
迷
』

の
名
を
冠
し
、
巻
上
全
条
と
巻
下
の
同
じ
二
条
を
省

い

た
、
巻
下
の
み
単
行
不
分
巻
の

一
系
統
が
存
す
る
が
、
夏
氏
校
注
本
は
こ
の
体
裁
に

一
致
す
る
と
言
え
る
で
あ
ろ
う

(『詞
源
』
諸
版
本

の
概
要

に
つ
い
て
は
詞
源
輪
読
会
編

『詞
源
』
訳
注
稿

二

)
凡
例
を
参
照
さ
れ
た
い
)。
考
え
る
に
こ
れ
は
、
巻
上
の
楽
律
と
い
う
分
野
の

特
殊

性
に
加
え
、

こ
れ
が
詞
の
文
学
的
表
現
と
は
直
接
関
わ
ら
な
い
こ
と
も
理
由
に
挙
げ
ら
れ
る
。

し
か
し
な
が
ら

『
詞
源
』
が
上
下

二
巻
か
ら
な
る
以
上
、
張
炎
は
楽
律
と
文
学
的
表
現
と
を
詞
の
作
法
論

の
二
つ
の
柱
に
据
え
て
い

た
の
で
あ
り
、
い
か
に
楽
律
が
文
辞
面
か
ら
は
あ
る
程
度
分
離
し
た
も

の
で
あ
る
と
は
い
え
、
こ
れ
を
等
閑
に
付
す

こ
と
は
で
き
な
い
。

従
来

の
巻
上
を
含
む

『
詞
源
』

の
注
釈
に
は
清

の
鄭
文
悼
の

『
詞
源
斜
律
』
(大
鶴
山
房
全
書
所
収
)、
近
人
票
槙

の

『
詞
源
疏
証
』
(金

陵
大
学
中
国
文
化
研
究
書
叢
刊

一
九
三
二
年

北
京
市
中
国
書
店

一
九
八
五
年
影
印
)
が
あ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
有
益
な
が
ら
、
図
表
を
含
む
難

解
な

テ
ク

ス
ト
を
読
み
解
く
に
は
必
ず
し
も
十
分
で
は
な
か

つ
た
。

一
九
九
○
年
十
二
月
に
漸
江
古
籍
出
版
社
か
ら
出
版
さ
れ
た

『
詞

源
解
箋
』
は
こ
の
意
味
で
、
待
ち
に
待

っ
た
巻
上
楽
律
論
の
詳
細
か
つ
本
格
的
な
注
釈
と
言
う

こ
と
が
で
き
る
。

該
書
を
開
く
と
、
総
頁
手
書
き
原
稿

の
影
印
で
あ
る
。
日
本
な
ら
ば
さ
だ
め
し
ワ
ー
プ

ロ
原
稿

の
影
印
出
版
と
な

る
と
こ
ろ
で
あ
ろ

鄭
孟
津

呉
平
山
著

『
詞
源
解
箋
』
(明
木
)
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中
国
文
学
論
集

第
二
十

一
号

う
が
、

こ
の
手
書
き
の
文
字
か
ら
も
筆
者

の
こ
の
注
釈
に
対
す
る
情
熱
が
ひ
し
ひ
し
と
感
じ
ら
れ
る
。
著
者

の
鄭
孟
津

(
号
西
村
)
氏

は
、
該
書
の
出
版
社

の

「
出
版
説
明
」
に
よ
る
と
、
現
在
漸
江
文
史
研
究
館
の
館
員
と
あ
り
、
ま
た
葉
長
海
氏
に
よ

る
蹟
文
に
も
鄭
氏

の
経

歴
が
紹
介
さ
れ
て
い
る
。
共
著
者
の
呉
平
山
氏
に
関
し
て
は
何
の
記
述
も
見
当
ら
な
い
。

該
書

の
構
成
は
著
者

に
よ
る
序
文

二
条
、
凡
例
、
本
文
第

一
～
十
四
章
、
葉
氏
蹟
文
、
付
録
か
ら
な
る
が
、
本
文

の
み
な
ら
ず
そ
の

序
文
、
駿
文
、
ま
た
付
録
所
収
の
書
簡
に
も
重
要
な
楽
律
論
が
展
開
さ
れ
て
い
て
看
過

で
き
な
い
。
本
文
全
十
四
章
は
そ
れ
ぞ
れ

『
詞

源
』
巻
上
の

「
五
音
相
生
」
か
ら

「謳
曲
旨
要
」
ま
で
の
各
条
に
対
応
し
て
い
る
。

該
書

の
最
も
高
く
評
価
す
べ
き
点
は
、
そ
の
博
引
労
証
を
措
い
て
他
に
な
い
。

『
詞
源
』
巻
上
を
読
み
解
く
上
で
参
照
す
べ
き
資
料

は
こ
こ
に
全
て
尽
く
さ
れ
て
い
る
か
の
観
が
あ
り
、
し
か
も
量
的
の
み
な
ら
ず
、
実
に
精
緻
な
注
釈

で
あ
る
。

こ
の
膨
大
な
注
釈
全
体

を
通

じ
て
評
価
す
べ
き
特
徴
に
つ
い
て
は
、
該
書
の

「
出
版
説
明
」
と
葉
長
海
氏
の
蹟
文
に
、
既
に
的
確
に
記
さ
れ

て
い
る
。

「
出
版
説
明
」

で
は
該
書
の

「
所
作
解
文
内
容
」
と
し
て
数
項
の
特
徴
を
挙
げ
る
中

で
、

採
用

「
宮
調
膿
系
」
、

「
犯
調
規
律
」、

「
定
調
樂
器
」
三
位

一
膿
的
比
較
研
究
。

と
述

べ
る
。
さ
ら
に
葉
氏
の
践
文
で
は
、
該
書
の
論
証
特
徴

の

一
つ
と
し
て

「
不
自
立
説
」、
即
ち

「
本
書
各
章
凡
有
所
論
定
,

皆
擦

唐
宋
文
献
所
記
爲
準
」

で
あ
る
こ
と
を
挙
げ
、
そ
の
中
で

其
一

、
宮
調
膿
系
的
掲
開

其

二
、
關
於
定
調
鷹
律
樂
器

其
三
、
關
於
犯
調
規
律

の
三
項
を
詳
説
す
る
。

こ
の
二
者
を
要
す
る
に
、

「
宮
調
の
体
系
」
「
犯
調
の
規
律
」
「楽
器
の
定
調
」

の
三
者
が
該
書

の
注
釈
の
焦
点

と
言
う
こ
と
が
で
き
る
わ
け
だ
が
、
評
者
は

こ
の
点
に
同
意
す
る
も
の
で
あ
る
。
本
来
な
ら
ば
該
書
の
全
て
の
章
に
渉

っ
て
そ
の
注
釈

の
詳
細
さ
、
多
元
性
を
検
討
す
べ
き
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
紙
幅
の
都
合
を
鑑
み
、
特
に
こ
の
三
点
に
つ
い
て
、
そ
れ

が

『
詞
源
』
巻
上

の
解
釈
に
於
い
て
い
か
に
画
期
的

で
あ
る
か
を
考
え
て
み
た
い
と
思
う
。

第

一
点
の

「
宮
調
の
体
系
」

に
つ
い
て
。

「宮
調
」
と
は
、
絶
対
音
高
を
表
す

「
十

二
律
」

に
、
相
対
的
音
程
を
表
す

「
五
音

・
七

音
」

を
配
置
し
て
得
ら
れ
る
各
種

「音
階
」
の
総
称

で
あ
る
。

こ
の

「
宮
調
」
は
そ
れ
自
体

で
純
粋
に
楽
律
論
の
重
要
な

一
分
野

で
あ

「80「



る
と
同
時
に
、
或
い
は
暦
法

・
天
文
や
陰
陽
五
行
と
結
び
付
け
ら
れ
、
或
い
は
も

っ
と
実
際
的

に
楽
曲
や
歌
辞
の
創
作
に
関
わ
る
、
多

面
的
な
体
系

で
も
あ
る
。
事
実
、

『
詞
源
』
巻
上
で
も
、
例
え
ば

「
律
呂
隔
八
相
生
」
「律
生
八
十
四
調
」
「
十
二
律

呂
」
等
の
条
は
純

粋
に
楽
律
論
的
な
も

の
、

「
五
音
相
生
」
「
陽
律
陰
呂
合
聲
圖
」
等
の
条
は
暦
法
等
と
結
び
付
け
ら
れ
た
ど
ち
ら
か
と
言
え
ば
概
念
的

な
も

の
、

「古
今
譜
字
」
「
四
宮
清
聲
」
「
管
色
鷹
指
字
譜
」
「律
呂
四
犯
」
「結
聲
正
設
」
等
は
詞
曲
の
創
作

・
演
奏

に
関
わ
る
よ
り
実

際
的
な
も
の
と
、

一
見
そ
れ
ぞ
れ
見
受
け
ら
れ
る
。
し
か
し

『
詞
源
解
箋
』
で
は
そ
う
し
た
宮
調
の
体
系
を
、
多
方
面
に
関
連
さ
せ
、

或

い
は
発
展
さ
せ
て
、
立
体
的
な
注
釈
に
組
み
あ
げ
て
い
る
。

例
え
ば
該
書
第

二
章

「
陽
律
陰
呂
合
聲
圖
」
。
原
書
の
こ
の
条
は
月
の
名
と
十
二
支
が
配
置
さ
れ
た
図
と
、
そ
の
解
説
部
分
か
ら
な

る
。

こ
れ
に
対
す
る
該
書

の
注
釈
の
大
ま
か
な
流
れ
を
追
う
な
ら
ば
、
ま
ず
該
書
は

「陽
律

・
陰
呂
合
聲
」

の
意
味
を
説
明
し
て
、
陰

呂
は
陽
律

の

「間
」
(
六
間
)
に
交
互
に
配
置
さ
れ

て
全
体

で
十

二
律
を
構
成
し
て
お
り
、

こ
れ
が
陽
律

・
陰
呂
の

「
合
聲
」

で
あ
る

と
す
る
。
そ
う
し
た
上
で
図
の
意
味
を
説
き
明
か
し
、

こ
の
図
は
宮
調

の

「
右
旋
」
「
左
旋
」
の

「
旋
宮
」

の
体
系

に

一
致
す
る
と
説

く
。
「旋

宮
」
と
は

「
十

二
律
」
に

「
五
声

・
七
声
」
を
配
置
し
て

「
宮
調
」
を
決
定
す
る
際
に
、

「十

二
律
」
と

「
五
声

・
七
声
」
を

大
小

二
つ
の
同
心
円
上
に
そ
れ
ぞ
れ
配
置
し
、
こ
れ
を
回
転
さ
ぜ
る
こ
と
に
よ

っ
て

「宮
調
」
を
組
合
せ
る
方
法
を

言
う
。
そ
の
う
ち

「
右
旋
」
は

「
五
声

・
七
声
」
の
円
を
順
に
右
回
転
さ
せ
る
方
式

で
、

「
宮
」
に
目
を
置
く
と
、

こ
れ
が
順
に
十

二
律
の

「
黄
鍾
」

「大

呂
」
「
太
籏
」
…
に
対
応
し
て
い
く

こ
と
に
な
る
。

一
方
、

「
左
旋
」
は

「
五
声

・
七
声
」

の
円
を
順
に
左
に
回
転
さ
せ
る
方
式

で
、

「
黄
鍾
」
に
目
を
置
く
と
、
こ
れ
が
順
に
五
声
七
声

の

「宮
」
「商
」
「角
」
…
に
対
応
し
て
い
く

こ
と
に
な
る
。
該
書
の
解
読
に

よ
る
と
、

こ
の
条

の
図
は
、
そ
の
月
建

(斗
杓
の
運
転
の
指
す
方
向
)
を
繋
い
で
で
き
る
循
環
と
、
辰
建

(日
月
交
会
の
位
置
)
を
繋

い

で
で
き
る
循
環
が
、
そ
れ
ぞ
れ
宮
調
の
左
旋

・
右
旋
に
対
応
す
る
。

そ

の
周
到
な
解
説
は
実
際
に
該
書
を
ご
参
照
い
た
だ
く
と
し
て
、
こ
こ
で
は
次
の
二
点
を
特
に
指
摘
し
た
い
。
ま
ず
辰
建
の
連
環
が

右
旋

に
対
応
す
る
際
、
そ
の
七
声
の
音
階
に

「
変
徴
」
が

「
フ
ァ
」
に
当
る
燕
楽
音
階
を
採
用
し
て
い
る
点

(変
徴
は
元
来
フ
ァ
#
に

当
る
)
で
あ
る
。
そ
の
是
非
の
判
断
は
評
者
の
力
に
余
る
が
、
こ
れ
は

一
つ
の
発
想
の
転
換

で
あ
る
。

い
ま

一
つ
は
、
こ
の
図
の
意
味

を
単

に
暦
法
や
律
学
か
ら
だ
け
で
は
な
く
、
よ
り
実
際
的
な
運
用
上
の
意
味
の
あ
る

「旋
宮
」
と
の
関
連
に
発
展
さ

せ
て
い
る
点

で
あ

鄭
孟
津

呉
平
山
著

『詞
源
解
箋
』
(明
木
)
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中
国
文
学
論
集

第
二
十

一
号

る
。

こ
の
よ
う
に
該
書
は
、
た
だ
概
念
的
な
解
釈
に
止
ま
ら
ず
、
音
階
や
旋
宮

の
よ
う
に
、
詞
楽
の
実
際
面
に
ま
で
関
連

・
発
展
さ
せ

て
い
る
わ
け
で
、

こ
の
注
釈
態
度
は

「
宮
調
の
体
系
」
の
み
な
ら
ず
、
全
編
に
渉

っ
て
評
価
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ

ろ
う
。

第

二
点
の

「犯
調
の
規
律
」
に
つ
い
て
。

こ
れ
は
何
と
い
っ
て
も
第
十

二
章

「
律
呂
四
犯
」

に
著
者
の
真
骨
頂
が
発
揮
さ
れ
て
い
る

と
言

っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。
原
書

で
は

一
葉
余
り
に
過
ぎ
な
い
こ
の
条
に
、
該
書
は
実
に
六
十
頁
を
割
い
て
解
説
を
加

え
て
い
る
。
評
者

に
と

っ
て
は
こ
の

「律
呂
四
犯
」

の
表
の
宮
調
の
配
列
の
意
味
が
従
来
不
可
解

で
あ

っ
た
が
、
先
行
す
る
注
釈
は
い
ず
れ
も
明
確
な
解

答
を
与
え
て
く
れ
な
か

っ
た
。
そ
の
点
を
中
心
に
検
討
し
て
み
た
い
。

こ
こ
に
配
置
さ
れ

て
い
る
宮
調
の
横
の
列
は
、
そ
れ
ぞ
れ
基
音
を
同
じ
く
し
、
右
の
行
の

「
宮
犯
商

・
商
犯
羽

・
羽
犯
角

・
角
帰
本

宮
」

の
文
字
は
、
そ
の
左
に
列
挙
さ
れ
て
い
る
宮
調
の

「犯
」

の
方
式
を
示
し
て
い
る
。
さ
て
こ
こ
で
、

「宮
犯
商
」
「商
犯
羽
」
は

そ
れ
ぞ
れ
左
の
列
に
対
応
す
る
が
、

「
羽
犯
角
」
と

「角
帰
本
宮
」
が
左
の
列
に
対
応
し
な
い
。
即
ち
、
三
列
目
か
ら
四
列
目
は
各
行

と
も

「
羽
↓
閏
」
の
犯

で
あ
り

「
羽
↓
角
」

で
は
な
く
、
ま
た
最
下
列
が
角
調

で
な
い
以
上

「角
帰
本
宮
」

の
示
す
意
味
も
解
ら
な
く

な
る
。
こ
れ
に
対
し
て
該
書

の
解
釈
で
は
、
ま
ず
図
中

「
無
射
閏
」
を

「
大
呂
閏
」

の
言
い
換
え
だ
と
す
る
。

「
大
呂
閏
」
本
章
爲

「
無
射
閏
」
,
此

一
調
名
,
是
以
大
呂
主
宮
均
之
下
徴
爲
宮

一
均
的
商
律
爲
準
。
…

(中
略
)
…
左
旋
大
呂

均
的
邊
宮
調
,
即
右
旋
夷
則
均
正
宮
調
,
本
章
以
夷
則
均
商
律
爲
此
角
的
名
稻
。

そ
し

て

「
角
帰
本
宮
」
に
つ
い
て
、

『
事
林
廣
記
』
の

「
総
叙
訣
」

の

"宮
閏
相
頂
"
の
方
式
を
導
入
す
る
。
即
ち
例
え
ば

一
行

目
最

後

の

「大
呂
閏
」
か
ら
二
行
目
最
初
の

「
大
呂
宮
」

へ
は
、

「大
呂
」
の

「宮
」
を

「
閏
」
に
ス
ラ
イ
ド

(旋
)
さ
せ
る
こ
と
で
移
行

す
る

の
で
あ
る

(宮
閏
相
頂
)。

こ
の
宮
調
の
言
い
換
え
に
関
し
て
は
尚
疑
問
無
し
と
は
し
な
い
が
、
該
書
が

"宮
閏

相
頂
"
を
用
い
た

こ
と

に
よ

っ
て
、
こ
の
表
は
独
立
し
た
各
行
の
列
挙

で
は
な
く
、
各
行
の
最
後
か
ら
次
の
行
の
頭

へ
そ
れ
ぞ
れ
繋
が

っ
て
、
全
体
で
犯

調
の
体
系
を
な
し
て
い
る
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
、

一
つ
の
有
機
的
統

↓
と
し
て
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

第

三
点
の

「
楽
器
の
定
調
」

に
つ
い
て
。
該
書

で
は
、
基
本
的
に
は
燕
楽
は
弦

で
は
な
く
管

で
調
を
定
め
た
と
認
め
た
上
で
、
宮
調

或

い
は
犯
調
の
構
造
を
楽
器
の
調
性

(管
な
ら
調
性
、
弦
な
ら
調
弦
)
に
照
ら
し
て
分
析
す
る
。
第
十

・
十

一
章

の

「
鷹
指
譜
」
で
は
中

国
の
資
料
の
み
な
ら
ず
日
本

の

『
箏
築
假
名
譜
』
『
龍
笛
假
名
譜
』
、
朝
鮮
の

『
樂
學
規
範
』
と

い
っ
た
資
料
ま
で
も
引
用
し
て
、
笛
の
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指
使

い
と
音
符
の
関
係
を
検
証
し
て
い
る
。

さ
ら
に
す
で
に
触
れ
た
第
十
二
章

「律
呂
四
犯
」
で
も
そ
の
楽
器
の
調
性
を
参
照
し
つ
つ
犯
調
の
構
造
が
分
析
さ
れ
て
い
る
。

自
此
之
後

(宮
閏
相
頂
の
後
),
黄
鍾
管
須
換
用
大
呂
管
以
鷹
律
。

と
あ
る
よ
う
に
、
あ
る
律
呂
の
主
調
か
ら
次
の
律
呂
の
主
調

へ
移
る
こ
と
を
、
別
の
調
性
の
管
に
持
ち
換
え
る
こ
と

に
対
応
さ
せ
て
い

る
の

で
あ
る
。
こ
の
章
で
参
照
さ
れ
て
い
る
楽
器

(と
そ
の
資
料
)
は
、
弦
楽
器
と
し
て
は
琴

(『白
石
道
人
琴
曲
』
「古
怨
」
側
商
調
弦
法
)、

琵
琶

(『
樂
書
要
録
』
巻
八
琵
琶
旋
宮
法

正
畳
櫻
叢
書
本

評
者
未
見
)、
管
楽
器
と
し
て
は
箋
・築

(『
魏
氏
樂
器
』
八
孔
筆
築
按
指
法
)、
洞

籟

(『
事
林
廣
記
』
管
色
指
法
)
等

々
。
考
え
る
に
、
琴
や
琵
琶

の
よ
う
な
弦
楽
器
は
、
理
論
上
は
音
域
内
の
半
音
階
が
全
て
使
え
る
が
、

箏
簗
や
洞
籟

の
よ
う
な
管
楽
器
は
そ
う

で
は
な
い
。
そ
の
た
め
宮
調
の
展
開
に
管
楽
器
を
用
い
よ
う
と
す
れ
ば
調
ご
と
に
管
を
持
ち
換

え
る
必
要
が
あ
る
。
該
書
が
管
の
調
性
を
宮
調
の
体
系
に
関
連
付
け
て
い
る
こ
と
に
、
こ
の
点
か
ら
も

一
致
す
る
。

以
上
概
観
し
て
き
た
よ
う
に
、
該
書
は

『
詞
源
』
巻
上
に
対
し
て
そ
の
研
究
を
飛
躍
的
に
前
進
さ
せ
た
こ
と
は
間
違

い
な
く
、
蹟
文

に

「
不
自
立
説
」
と
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
独
創
的
な
見
解
を
多
く
含
む

こ
と
も
見
逃
し
て
は
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
無
論
そ
の
独

創
性
も
さ
ま
ざ
ま
な
資
料
を
活
用
し
て
の
博
引
労
証
に
裏
付
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
今
後
我
々
が
こ
の
方
面
を
研

究
す

る
上
で
必
帯
の
資
料
と
な
る
こ
と
は
疑
い
な
い
。

(漸
江
古
籍
出
版
社

一
九
九
0
年
十
二
月

中
国

杭
州
)
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鄭
孟
津

呉
平
山
著

『詞
源
解
箋
』
(明
木
)


